
 
 

 

市第 85号議案 平成 27年度横浜市一般会計補正予算(第 2 号)(関係部分) 

 
 

平成 27 年度９月補正予算案の概要 
 

９月補正では、青少年交流センター廃止に伴う代替策として、青少年の交流・活動支援事

業を実施するなど、事業の進捗に伴う対応を行うほか、国の当初認証への対応など、必要な

歳入歳出予算等を補正します。 

 

【歳入歳出予算補正】         

一般会計     ５事業     600百万円 

 

【債務負担行為補正】 

予算外義務負担の変更     ２件（一般会計１件、特別会計１件） 

 

※各項目で四捨五入等を行っているため、合計が一致しない場合があります。 
 

   

 ※網掛け部分が当局所管 

 
 

 １．一般会計歳入補正 
 

（１） 国庫支出金                     137百万円 
  （都市整備費国庫補助金等を収入見込額にあわせ増額補正） 

 

 

 

 （２） 繰入金                       ▲8百万円 

   （地域ケアプラザ整備事業の執行見込みにあわせ資産活用推進基金繰入金を減額補正）     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 市債                          22百万円 
  （東横線跡地整備事業等に対応するための市債を増額補正） 

平成 2 7 年 9 月 1 6 日 
政策・総務・財政委員会 
配 付 資 料 
財 政 局 

（３） 繰越金                       450百万円【当局所管】 

  （平成 26 年度決算剰余金<3,002 百万円>の 2分の 1にあたる前年度繰越金<1,501 百万円>の 

   一部を補正）                予算議案 2ページ 予算説明書 9ページ 
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２．一般会計歳出補正 
 

（１）事業の進捗に伴う補正 

ア 青少年の交流・活動支援事業                  40百万円〔一般財源〕 
 

青少年交流センターについては、28年３月をもって廃止する予定ですが、これに伴う代替

策として、必要な機能を継続し、青少年の居場所や活動の場の提供を行う「青少年の交流・

活動支援事業」を実施します。 
 

◆事業内容 

青少年の交流と活動の支援に関する事業のほか、その他の市民の活動の支援に関する事業

を実施します。 

〔参考:現施設と代替策の比較〕 

 青少年交流センター 

（現施設） 

青少年の交流・活動支援事業 

（代替策） 

根拠 青少年施設条例 事業実施要綱等 

機能 

青少年の居場所機能、会議・研修

機能、スタジオ機能、スポーツ機

能、その他（和室・料理室） 

青少年の居場所機能、会議・研修

機能、スタジオ機能 

床面積 1,278 ㎡ 約 500㎡ 

◆今回の補正内容 

  内装工事費、初度調弁費などを補正 

 

イ 地域ケアプラザ整備事業    ▲27百万円〔国費▲13 市債▲3 一般財源▲2 その他▲8〕 

     二俣川地域ケアプラザ（仮称）は、二俣川駅南口地区市街地再開発事業内の保留床取得に

より整備しており、27年度から 29年度の３年間で床取得費を支払う予定となっています。 

３年間で支払う各年度の費用負担割合が工事出来高割へ変更することになったことに伴い、

27 年度支出額が減額となることから、事業費を減額します。 

    ※あわせて、債務負担行為の限度額を変更（「３.債務負担行為補正」（１）参照） 

◆二俣川地域ケアプラザ（仮称）の概要 

    〔施設概要〕 
     ・二俣川駅南口地区市街地再開発事業内の保留床取得により整備 

・スケジュール：平成 30年度開所（予定） 
 

〔床取得費等の見込み〕 
 

  27 年度 28 年度 29 年度 3 か年計 

補正前Ａ 169百万円 103百万円 182百万円 454百万円 

補正後Ｂ 142百万円 107百万円 194百万円 444百万円 

差引Ｂ-Ａ ▲27百万円 4 百万円 12 百万円 ▲10百万円 

              ↓ 
      【27年度事業費の比較】  

 当初予算① 補正後現計② 補正額②-① 

総事業費 169百万円 142百万円 ▲27百万円 

 国費 84 百万円 71 百万円 ▲13百万円 

 市債 41 百万円 38 百万円 ▲3百万円 

 その他 41 百万円 33 百万円 ▲8百万円 

 一般財源 3 百万円 0.1百万円 ▲2百万円 

債務負担設定期間 

2



 

 

（２）国の当初認証へ対応する補正 

ア エキサイトよこはま 22推進事業          347百万円〔国費 125 一般財源 222〕 

 

国庫補助事業の認証が、当初予算に比べ増額となったこと等に伴い、横浜駅西口地下中央

通路接続工事（馬の背解消）について、事業費を追加します。 
 

 

イ 関内・関外地区活性化推進事業                 190 百万円〔一般財源〕 
 

国庫補助事業の「鉄道駅総合改善事業」として進めている関内駅北口整備について、当初

予算に比べ、国が交付決定した国庫補助金額が増額となったことに合わせ、本市補助金の増

額を行います。 
 

  

ウ 東横線跡地整備事業                   50 百万円〔国費 25 市債 25〕 
 

国庫補助事業の認証が、当初予算に比べ増額となったことに伴い、桜木町駅から紅葉坂交

差点までの遊歩道工事等を推進するために、事業費を追加します。 
 

       

 

３．債務負担行為補正（予算外義務負担の変更） 
 

（１）一般会計：1件 
 

 

[変更理由] 

床取得に係る各年度の負担割合が変更になったことに伴い、予算外義務負担を変更します。 
 
 

（２）特別会計：1件（新墓園事業費会計） 
 

 

[変更理由] 

納骨堂整備に向けた造成工事について、擁壁構造の見直しなどにより工事費用の変更が必

要になったことに伴い、予算外義務負担を変更します。 

 

 ◆添付資料 

  資料  27年度 9月補正について≪総括表≫ 

事  項 期 間 限度額 

二俣川地域ケアプラザ（仮称）

用床取得に係る予算外義務負担 
平成 28年度から 
平成 29年度まで 

補正前 290,000千円 

補正後 310,000千円 

事  項 期 間 限度額 

日野公園墓地納骨堂整備工事請

負契約の締結に係る予算外義務

負担 

平成 28年度 
補正前  56,000千円 

補正後 100,000千円 
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27年度 9月補正について　《総括表》

１　歳入歳出補正総括表

（単位：百万円）

局名 補正額 国費 県費 その他 市債 一般財源

40 0 0 0 0 40

▲ 27 ▲ 13 0 ▲ 8 ▲ 3 ▲ 2

50 25 0 0 25 0

190 0 0 0 0 190

347 125 0 0 0 222

600 137 0 ▲ 8 22 450

２　債務負担行為設定総括表

（単位：百万円）

局名 限度額 国 県 その他 市債 一般財源

290 138 0 68 68 16

310 151 0 76 73 10

（単位：百万円）

局名 限度額 国 県 その他 市債
一般会計
繰入金

56 0 0 0 56 0

100 0 0 0 100 0

※各項目で四捨五入しているため合計は一致しない。

補
正
後

特別会計

名称・設定期間

健福

日野公園墓地納骨堂整備工事請
負契約の締結に係る予算外義務
負担
（平成28年度）
【新墓園事業費会計】

補
正
前

健福
二俣川地域ケアプラザ（仮称）
用床取得に係る予算外義務負担
（平成28年度～平成29年度）

補
正
前

補
正
後

一般会計

名称・設定期間

一般会計　合計

都整 エキサイトよこはま22推進事業

都整 関内・関外地区活性化推進事業

都整 東横線跡地整備事業

健福 地域ケアプラザ整備事業

こども 青少年の交流・活動支援事業

一般会計

事業名
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